
事 務 連 絡 

令和５年３月 31 日 

 

入札参加資格登録業者 様 

 

契約検査課長  

 

 

令和５年度の入札・契約制度の改正点等について 

 

 このことについて、令和５年４月１日から下記のとおり改正を行うので通知します。 

 なお、改正後の規則等は、ホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。 

 

記 

 

１ 入札・見積参加者の入札・見積心得に関するもの 

  分野ごとの整合性を図るため、共通する字句等の整理を行った。 

(1) 焼津市競争契約入札心得（建設工事等） 

(2) 焼津市競争契約入札心得（物品製造等・役務） 

(3) 焼津市随意契約見積心得 

 

２ 建設工事の入札に関するもの 

(1) 焼津市工事等希望型一般競争入札取扱要領 

（入札成立要件の変更について） 

   最近の入札状況等を勘案し、工事等希望型一般競争入札の成立に必要となる

参加者の基準数を３者から２者へ変更した（第 11条）。 

(2) 総合点数算定要領 

 （D2評点の加点対象工種の変更について） 

   実際の活動内容に応じた適正な加点とするため、災害協力出動実績の加点

（D2評点）方法を、登録された全工種を対象とすることを止め、出動した活動

内容に応じた工種のみを対象とすることに変更した（第４条）。 

(3) 焼津市総合評価競争入札の試行方法（ガイドライン） 

 （評価基準の変更について） 

 ア 舗装工事のみに設定される「舗装工事建設機械の所有又は保有状況」の 0.5

点加点の項目において、アスファルトフィニッシャ、タイヤローラ、マカダム

ローラ又は振動ローラのうち、いずれかを所有又は保有している場合に評価し

ていたが、経営事項審査の改正により、アスファルトフィニッシャのみを所有

又は保有している場合に評価することへ変更した。 

 イ 継続教育（CPD、CPDS）の実績及びボランティア活動実績の項目の評価期間



を変更した。 

 

３ 建設工事・建設工事関連業務委託の契約に関するもの 

(1) 焼津市建設工事執行規則 

  公共工事標準請負契約約款が改正され、その実施について中央建設業審議会か

ら勧告があったことから、建設工事執行規則の改正を行う。 

（契約書の記載事項について） 

ア 危険な盛土等の発生を防止するため、契約書等（第３号様式、第３号様式の

２及び第４号様式）に「建設発生土の搬出先等」の記載欄を追加した。工事現

場から建設発生土を搬出する予定である場合は「設計図書のとおり」と、該当

がない場合は「なし」と記載する（別添「建設発生土の搬出先等の記載例」参

照）。 

 （災害復旧工事等における損害の負担について） 

 イ 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物等に損害が生じたとき

は、発注者が損害合計額のうち請負代金額の 100分の１を超える額を負担する

とされているところ、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害に

ついては、発注者が損害合計額を負担することとした（第 36条）。 

（発注者が催告によらず契約を解除することができる要件の拡大について） 

ウ 請負者の役員及び営業所等の代表者に加え、経営に実質的に関与している者

が、自己、自社又は第三者の不正の利益を図る等の目的をもって暴力団又は暴

力団員等を利用していると認められるときや、暴力団又は暴力団員等であるこ

とを知りながら不当に利用していると認められるとき等に、発注者が直ちに契

約を解除できることとした（第 51条の２）。 

(2) 焼津市建設工事請負契約約款 

公共工事標準請負契約約款が改正され、その実施について中央建設業審議会か

ら勧告があったことから、契約約款の改正を行う。 

 （災害復旧工事等における損害の負担について） 

ア ３(1)イに同じ（第 29条）。 

（発注者が催告によらず契約を解除することができる要件の拡大について） 

イ ３(1)ウに同じ（第 43条の２）。 

(3) 焼津市土木設計業務等委託契約約款 

（発注者が催告によらず契約を解除することができる要件の拡大について） 

ア ３(1)ウに同じ（第 42条の２）。 

（個人情報委託基準の改正に伴う対応について） 

  イ 約款中の（旧）別記「個人情報取扱特記事項」を削除し、個人情報を取り扱

う案件を発注する場合に限り、発注時に入札公告等で当該契約の内容に（令和

５年４月１日改正後の）「個人情報取扱特記事項」の遵守が含まれていること

を周知し、契約書等に含めることとした。 

 



４ 情報公開に関するもの 

 (1) 入札及び契約に関する情報公開要領 

  （情報公開に関する要領の統合について） 

分野ごと分かれていた情報公開に関する要領を統合し、全ての分野に関する

基本的な取扱方法について定める内容とした。 

(2) 建設工事等の契約に係る情報公開に関する要領 … (1)への統合により廃止 

(3) 物品製造等及び役務の提供の入札に係る情報公開に関する要領 … (2)に同じ 

 

５ 入札参加資格に関するもの 

(1) 焼津市競争入札参加者の資格に関する要綱 

（暴力団員等の範囲拡大について） 

入札参加資格の有資格者名簿登録のための審査申請をする者に必要な要件の

一つとして、役員等が暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者である

ことを加えた（第３条）。 

(2) 焼津市制限付き一般競争入札実施要綱 

 （暴力団員等の範囲拡大について） 

制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格の一つとして、役員等が暴

力団員でなくなった日から５年を経過しない者であることを加えた（第５条）。 

 

 

 

担当：契約検査課（契約担当） 

TEL ：054-626-1119 



第３号様式（第 11条関係） 

 

建 設 工 事 請 負 契 約 書 

 

 

１  建 設 工 事 名  

 

２  建 設 工 事 箇 所 焼津市                   地内 

 

３  工 期 着手          年    月    日 

 完成          年    月    日 

 

４  請 負 代 金 額 ￥                     

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  ￥          ） 

 

５  請負代金の支払 

前 払 金 額 ￥                     

部分払回数              回以内 

 

６  契 約 保 証 金 ￥              （約款第４条第１項第  号該当） 

 

７ 現場代理人常駐  要 ・ 不要 

 

８ 建設発生土の搬出先等  設計図書のとおり（又は なし） 

 

上記の建設工事について、発注者と請負者は、各々対等な立場における合意に基づい

て、別添の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものと

する。 

この契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自

その１通を所持する。 

 

    年    月    日 

 

 

発注者 焼津市長                                   印 

 

 

 住    所 

請負者 商    号 

 氏    名                                   印 

 

収  入 

 

印  紙 

危険な盛土等の発生を防止するため、第３号様式、第３号様式

の２及び第４号様式）に「建設発生土の搬出先等」の記載欄を

追加した。工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合

は、「設計図書のとおり」と記載する。 

「建設発生土の搬出先等」の記載例 別添 


